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理里

内

九
俊
家
本
延
喜
式
巻
十
大
・
巻
廿
・
念
品川
二
・
巻
舟
八
の
四
巻
に
わ
た
る
紙
背
に、
上
野
園
交
替
使
貫
録
帳
と
名
づ
け
得
る
一
蓮
の
文
書
が

あ
る。
乙
の
文
書
は、
就
に
早
く
宮
地
直一
博
士
に
よ
っ
て、
そ
の
紳
一祉
の
部
分
が
紹
介
せ
ら
れ
た
が、
一叩
献
舗
一攻、
最
近、
森
－末
義
一彰
氏

に
よ
っ
て、
巻
十
六
の
定
額
寺
の
記
載
の
部
分
が、
乏
し
い
平
安
中
期
の
伎
楽
史
料
と
し
て
貴
重
な
る
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
た

鍔
伝
情

知
蝕。
然
し
こ
の
文
書
は、
延
喜
式
の
四
容
に
わ
た
る
ほ
ど
長
く、
園
司
交
替
に
際
す
る
賓
録
一般
で
あ
る
の
で、
と
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
た
以

外
に
も、
平
安
中
期
の
地
方
政
治
の
賓
態
を
知
る
に
足
る
多
く
の
部
分
を
含
ん
で
ゐ
るo
而
も
全
然
未
苅
で
あ
る
た
め、
殆
ん
E
塾
界
に
利
用

さ
れ
て
ゐ
な
い。
乙
L
で
は
と
の
文
書
の
中
郡
婿
に
闘
す
る
部
分
を
紹
介
し、
従
来
殆
ん
E
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
郡
衡
の
構
造
に
つ
い
て
の
史

料
を
提
供
し、
平
安
中
期
の
地
方
政
治
理
解
の
一
助
と
し
た
い。

れ
と’の
交
替
使
賓
録
帳
の
郡
備
に
闘
す
る
郁
分
は
延
喜
式
念
三
十
八
の
裏
に
あ
っ
て、
次
の
如
く
で
あ
る。
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萱
宇

板
倉
東
長
屋
萱
宇

邑’

柴

郡

正

倉
西

円U
宇

西
二
行
板
倉
畳
字

商
工
行
板
倉
壷
宇

西
六
行
板
倉
萱
宇

西
行
四
板
倉
萱
宇

西
行
土
倉
畳
字

西
四
土
倉
壷
宇

南
一
土
倉
牽
宇

t

南
ニ
土
倉
畳
宇

西
行
板
倉
萱
宇

納
屋
壷
宇

寵
屋
牽
宇

副
屋
萱
宇

厨
壷
宇

厨
壷
宇

備
屋
壷
宇

第一一
板
倉
牽
宇

第
四
板
倉
牽
宇

第
五
土
倉
萱
宇

納
屋
萱
宇

南
外
板
倉
口
宇

第
七
板
倉
査
宇

第
八
土
倉
萱
宇

厨
萱
宇

副
屋
査
宇

副
屋
牽
宇

厩
牽
宇

六
五
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郡

街、
の

構

議

六

六

F
臨嗣
屋高旦
宇

一

舘
宿
屋
萱
宇

二

舘
口
屋
査
宇

備
屋
萱
宇

寵
屋
萱
宇

右
新
司
良
任
勘一去 、
圏
分
二
寺
定
額
寺
悌
像
耀
論
費
勝
雑
具
堂
舎
井
府
口
口

口
部
官
舎
等
破
損
無
賃
其
由
如
何 、
前
司
家
業
陳一去 、
件
圏
分
二
寺
諸
定
額

〔
寺闘力｝

口
口
像
経
論
費
財
雑
具
堂
塔
雑
舎一
等
無
責
破
損 、
是
非
嘗
任
之
悌
怠 、
佳
代

之
損
口
口一

点
由
経
営

代
代
不
興
解
由
駅 、
度一鹿川
被
交
替
使
貫
録
帳、
言
上
先

了 、
然
而
嘗
口
口一
関 、
鵠
致
殊
功、
金
光
明
寺
井
諾
定
額
寺
堂
舎 、
或
新
譜

（明
寺カ）

立
或
加
修
理 、
就
中
金
光
口
口
金
堂
講
堂
悌
菩
薩
諸
天
口
像
皆
悉
破
損、
不

（

野
己
及
教
代、
而
嘗
任

目
忠
誠

円以
修
固
加
井
採
色
宛
加
新
法、
依

（分
二
守
護
定
額
寺）

費
被
録 ．
新
司
良
任
重
勘一耳 、
園
口
口
口
口
口
口
口
破
損
之
時 、
十
分
之一一

一一一
毎
任
可
修
造
之
由 、
骸
誠
調
晶 、
非
菅
恐
口
口
之
旨 、
己
知
奮
貫
之
存 、

（司
カ）

而
今
修
謹
・少
数 、
損
失
多
遺 ‘
宰
吏
之
勤
似
志
方
典 、
前
口
家
業
重
陳
云 、

損
氏
年
積
修
誼
難
謹 、
適
致
随
分
之
功
積 、
己
温
十
分
之
二
豆 、
件
口
糧
央 、

東
横
屋
畳
字

西
横
屋
畳
字

向
屋
畳
宇

副
屋
査
宇

厨
壷
宇

以
上
が
郡
傍
に
闘
す
る
部
分
の
全
部
で
あ
る。
も
と
も
と
こ
り
裏
文
書
は 、
紳
一粧
や
金
光
明
寺
の
項
で
は
同
じ
記
載
を
し
た
も
の
が
童
復
し

て
あ
る
の
で 、
同一
の
も
の
が
二
通
ワ
く
ら
れ 、
こ
れ
が
混
交
し
て
用
ひ
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る。

やふ
’別
配
日
制一
一叩

一官民
和
締
結
一九
動

．
時
州
、M
M
一碍
一明
日
湖

一品
一服
叩
延
喜
式
の
四
品位
に
わ
た
り 、

二
遁
の
同
文
書
を
含
み
な
が
ら 、
共
に
首
尾
を
快
い

て 、
文
書
作
成
の
年
時
は
明
ら

か
で
な
い。
新
司
良
任 、
前
司
家
業
と
あ
る
の
で 、
園
守
良
任
・

家
業
の
事
務
引
き
つ
ぎ
の
際
に
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
ひ

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が 、
良
任・
家
業
の
任
期
は
勿
論 、
そ
の
家
系
す
ら
明
ら
か
で
な
い。
田
園
戸
籍
の
項
の
勘
住
に 、
前
司
家
業
の
言
葉
と

し
て
「
前
前
司
方
正
口
口
任
之
問 、
去
長
徳
三
年
正
月
十一
日
府
院
焼
亡
之
次、
併
以
焼
失」
と
あ
り 、

長
徳
三
年
が
前
前
司
の
任
中
と
す
れ

ぽ 、
前
司
家
業
は 、
そ
れ
よ
り

三
期
目
の
閥
可
と
左
り 、
長
徳
三
年
よ
り

八
年
目
か
十
二
年
目
の
任
官
と
な
り 、
そ
の
去
任
は
十
二
年
目
か
十

六
年
目
と
な
る。
十
二
年
目
と
し
て
寛
弘
五
年 、
十
六
年
目
と
し
て
長
和
元
年
と
な
る。
然
る
に 、
定
額
寺
の
法
林
寺
の
項
に 、

一

「
長
和
三
年

交
替
日
記」
と
み
え 、
長
和
三
年
に
図
司
交
替
が
行
は
れ
た
と
と
が
知
れ
る 。
と
れ
に
従
へ
ぽ
前
司
家
業
は
長
和
三
年
任 、
寛
仁
元
年
の
交
替

と
な
っ
て 、
と
り
交
替
使
韓民
録
候
は
と
の
年
の
も
の
と
在
る。
然
る
に
本
文
中 、
年
々
交
替
快
穀
頴
未
填
無
責
事
の
項
に 、
寛
仁
元
年
か
ら
始

ま
っ
て
長
元
二
年
に
至
る
記
載
が
あ
る
の
で 、
長一
冗
二
年
以
降
の
も
む
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
幸
ひ
甘
柴
郡
抜
鉾
大
明
紳
一粧
の
僚
に 、

件
駐
震
前
例
以
卦
年
篤
限 、
有
遁
替
之
事 、
受
賞
在
之
内
去
高
蕎
二
年
相
営
件
改
議
之
年
也。
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と
み
え、

勢
多
郡
赤
城
明
紳
吐か
の
僚
に
、

件
批
七
年
一
度
有
遺
作
之
例、

営
任
去
高
喜
四
年
相
営
口
大
修
治
之
年、

の
皆
新
所
修
造
也。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

背内
需
二
年
よ
り
四
年
の
間
は
営
任、

即
ち
前
司
家
業
の
任
期
で
あ
っ’
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り、

快
穀
頴
未
填
が
長
E

元
二
年
ま
で
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
る
か
ら
結
論
す
れ
ば、

前
司
家
業
は
園
守
を
二
期
つ
と
め、

長
和
三
年
の
交
替
期
を
基
準
に
し
て
算
へ
る

と、

長
和
三
年
か
ら
教
代
の
園
司
を
経
て
家
業
に
至
り、

寓
害時
元
年
初
任、

同
四
年
再
任、

長
元
三
年
再
任
期
満
了
と
な
り、

そ
の
交
替
期
に

作
成
さ
れ
た
も
の
が
本
文
書
と
い
ふ
と
と
に
な
る。
一
二
年
の
誤
差
は
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
と
遠
か
ら
ぬ
も
＠
で
あ
ら
う
o

ま
た
同
一
文
書
が
二
通
あ
る
と
と
も、

延
喜
勘
解
由
式
に
よ
れ
ば、

内
外
諸
司
の
不
興
前
司
解
由
献、

令
任
用
分
付
貫
録
帳、

検
交
替
使
候

等
は、

諸
圏、

即
ち
外
官
は
七
遇、

諸
司、

即
ち
内
官
は
五
通
と
見
え、

諸
園
七
過
は、

奏
文
・
内
案
・
端
書
・
長
案
・
解
文
・
草
案
・
勘
判

と
見
え、

先
づ
、

草
案
を
書
し
て、

解
文
に
載
す
る
所
の
事
僚
に
随
っ
て
、

関
係
所
司
を
召
し
て
之
を
勘
申
せ
し
め、

主
典
己
上
次
官
巳
下
，次

第
に
勘
判
を
加
へ
て
後、

長
官
が
彼
此
ハ
前
司
後
司）
の
主
張
を
関
し
て
勘
判
の
得
失
を
定
め
る、
か
う
し
て
長
官
が
定
め
た
も
の
を
熱
紙
に

書
い
て
長
官
以
下
が
蓮
著
し
覆
勘
し
解
由
使
印
を
捺
し
て
長
案
と
す
る、

更
に
奏
文
・
内
案
・
解
文
等
を
書
し
て
次
官
以
下
こ
れ
を
校
議
し
て

後
加
署
す
る
、

云
々
と
あ
う
て
、

草
案
・
長
案
・
奏
文
と
幾
諮
り
に
も
つ
く
ら
れ
た
結
呆
で
あ
ら
う。

か
う
し
て
本
文
書
は
ほ
立
長一
冗一
二
四
年
頃
ハ
A
D
一
O
三
O
l一
o＝
二
〉
の，
上
野
圏
の
園
郡
政
の
賓
情
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

営
時

上
野
園
は
碓
氷
・
片
岡
・
甘
梁
・
多
胡
・
緑
野
・
那
波
・
群
馬
・
吾
妻
・
利
紋
・
勢
多
・
佐
位
・
新
田
・
山
田
・
邑
柴
の
十
四
郡
に
分
れ
て
ゐ

た
が
艇
曜
日一、
と
の
文
書
の
前
掲
部
分
は、

碓
氷
郡
の
一

舘
か
ら
始
ま
J、

片
岡
・
甘
…柴
・
多
胡
・
緑
野
・
那
波
・
群
馬
・

4

吾
妻
・
利
根
・
勢

多
・
佐
位
・
新
田
・
山
田
・
邑
紫
の
各
郡
を
存
し
て
ゐ
て
、
郡
街
の
部
分
の
み
は
殆
ん
E
完
全
忙
近
い
。

上
野
闘
の
各
都
街
は、

多
少
の
小
異
は
あ
る
が、

ほ
ぼ
大
同
の
規
模
を
持
っ
て
ゐ
る
と
と
が、
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る。

街
ー
の

郡

議

六

七

構

ミ島
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郡

街

構
造

F、

の

先
イ
各
都
に
は
十
数
字
乃
至
二
十
数
字
の
正
倉
が
あ
る
。

E
倉
は
菅一
屋
・

土
倉
・

板
倉
・

甲
倉
唱
丸
木
倉
の
各
種
が
あ
る
が 、
東
西
南
北
中

を
冠
L 、
更
に
一
一
二ニ
の
数
字
を
つ
け
ら
れ
℃
ゐ
る
と
と
る
か
ら 、
そ
の
建
て
並
ぺ
方
が
想
像
さ
れ
る。
ま
た
と
の
数
字
が
必
歩
し
も
完
全
に
そ

ろ
っ
て
ゐ
な
い
と
と
は 、
郡
傍
が
長
か
れ
て
以
来
数
世
紀
の
聞
に
朽
損
そ
の
他
の
原
因
で 、
飲
失
し
た
も
の
で
あ
ら
う 。

従
っ
て
営
初
は
更
に
多

数
の
正
倉
が
軒
を
並
べ
て
ゐ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
Q

E
倉
に
つ
い
で

、
一
舘
・

二
舘
・

三
一舘
・

四
舘
が
あ
る 。
各
舘
に
は 、
宿
屋
・
向
屋
・

副
屋
・

厩
が
各一
宇
あ
る
。

と
の
舘
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
が 、
正
倉
院
文
書
に
園
司
郡
司
の
居
宅
を
舘
と
よ
ん
で
ゐ
る
例

が
あ
る
。

と
L
に
一
舘
か
ら
四
舘
ま
で
あ
る
賄 、
宿
屋
や
厩
が
あ
る
黙
な
E
か
ら
考
へ
で
も 、

郡
司
の
四
等
官
の
官
合
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か

。
四
舘
の
中
に
は
厩
の
代
り
に
厨
家
を
備
へ
た
も
の
も
る
る。
厩
の
あ
る
舘
の
官
人
は
遁
勤
で 、
厨
家
の
あ
る
舘
主
は
住
み
込

み
と
で
も
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う

か。
別
に
郡
騒
が
あ
っ
て 、
と
L
に
は
膳
屋
・

公
文
屋
が
あ
る。
と
L

で
公
的
事
務
を
と
り

扱
ふ
政
聴
で
あ

る
ζ
と
は一
言
ふ
ま
で
も
左
い 。
と
れ
ら
と
は
別
個
に
厨
家
が
あ
り 、

酒
屋
・

備
屋
・

寵
屋
・

納
屋
が
設
け
ら
れ
る。
郡
司
雑
任
た
ち
の
食
事
を

用
意
す
る
所
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い

。
群
馬
郡
で
は
E
倉
の
所
在
地
が
東
院
・

小
野
院
・

八
木
院
の
＝一
箇
所
に
分
れ
て
ゐ
る
D
は 、
延

暦
十
四
年
間
七
月

十
五
日

及
び
同
年
九
月
十
七
日
の

を
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う 。

鯛

鉱

山叫結訪能
主
醐

建

設
蹄

下

蓑
宇
相
接 、
一
倉
失
火 、
百
倉
共
焼 、
言
念
其
弊 、
有
損
公
私 、
宜
須
毎
郷
更
置一
院 、
以
済
百
姓 、
乗
組
火
群 、
始
自
今
年
所
職
租
税 、
牧
納
新
院 、
但
前
所

納
郡
家
不
動
物
者 、
依
奮
英
動 ．
其
用
量
倉
者
漸
蓮
新
院」
左
あ
り 、
九
月
十
七
日
の
格
に
位 、
前
格
で
毎
郷
に
お
け
左
令
し
た
の
を
攻
診
て 、
「
去
閏
七
月
十

語
一一

一諸
活

謹一
説

明杷

盟諸

官ρ匙
一綿
一一
一一
概
齢

均一叩
γ
時
一一

域首
相川
縦
一概

一謎

…担
功

一言

吾
妻
郡
で
も
同
様
な
庭
置
が
う

か
が
わ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て 、
と
L

で
は
政
臨
も
二
ケ
慮
に
分
置
せ
ち
れ
て
ゐ
た
ゃ
う

で
あ
る。

従
来 、
律
令
制
時
代
の
園
府
は 、
そ
れ
が
そ
の
地
方
政
治
の
中
心
地
で
あ
る
だ
け
に 、
そ
の
地
白
幽闘
が
政
治
的
経
済
的
中
心
地
た
る
位
置
を

え
ら
ん
だ
た
め
に 、
律
令
政
治
が
衰
え
て
後
も 、
そ
の
地
方
の
中
心
地
と
し
て
存
績
し
た
と
と
る
も
少
く
な
く 、

園
府
・

府
中
・

古
府
な
ど
の

地
名
と
し
で 、

今
日
で
も
そ
の
地
を
比
定
で
き
る
と
と
る
も
少
く
な
い

。

従
っ
て
今
日
で
は
ほ
ど

金
園
に
わ
た
っ
て
園
府
の
所
在

地が
比
定

さ
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
に
反
し
て
献
政
の
政
蟻
所
在
地
で
あ
る
郡
衡
に一
い
て
は 、
従
来
殆
ん
ど

研
究
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い。
郡
衡
を
郡
家
と
も
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稽
し
た

むと
は
風
土
記
な
ど
に一部
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が、
郡
家
の
所
在
地
は、
従
来
郡
名
と
同
名
の
郷
を
以
て
そ
れ
に
比
定
せ
ら
れ
た
程
度
で

あ
り、
而
も
こ
れ
を
具
鎧
的
に
今
日
の
地
黙
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
は
殆
ん
E
な
い。
か
う
し
た
中
院、
昭
和
十
六
年
十
八
年
に
高
井
悌
三
郎

氏
が、
常
陸
園
新
治
郡
々
街
の
祉
を
都民
掘
調
査
し
て、
そ
の
全
貌
を
報
告
せ
ら
れ
た
の
は、
寡
聞
に
し
て
管
見
の
及
ぶ
唯一
の
4

貴
重
な
文
献
で

あ
るo

話一謀議院活額。

，
同
氏
。
報
告
に
よ
れ
ば、
と
の
新
治
街
祉
は、
茨
城
廓
真
壁
郡
新
治
村
宇
古
都
の
地
に’
あ
っ
て、
東
部
建
築
群
陛
・
西
部
建
築
群
陛・
北
部

建
築
群
祉
・
南
部
建
築
群
陛
の
四
つ
の
建
築
群
よ
り
成
っ
て
ゐ
る。
こ
の
四
群
祉
に
な
い
て
稜
掘
さ
れ
た
縞
建
築
陛
は
五
十一
を
教
え
東
部
建

築
群
祉
は
十
三
祉
で
不
動
倉
祉
に
比
定
さ
れ、
北
部
建
築
群
祉
は
二
十
五
祉
で
穀
倉
陸、
南
部
建
築
群
陛
ハ
と
の
匝
域
は
民
家
が
あ

る沈
め
全

部
で
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
が）
は
四
陛
で
倉
庫
陛
）
西
部
建
築
群
祉
は
九
世
で
郡
鹿
陛
に
比
定
せ
ら
れ
た。
こ
の
比
定
は、
こ
L
肥
あ
げ
た
交

替
使
賓
録
帳
。
記
載
と
比
べ
て
見
て
も、
ほ
HA
受
賞
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る。
更
に
新
治
郡
街
陛
で
は、
か
う
し
た
四
建
築
群
陛
が
相
援

し
漣
寵
し
て
全
腫
と
し
て
一
郭
を
な
し
て
な
り、
と
の
郭
の
外
周
に
土
盈
と
壕
を
め
ぐ
ら
し
た
限
跡
が
見
出
さ
れ
た。

郡
家
に
な
げ
る
正
倉
の
設
置
は、
絞
っ
て
倉
庫
群
の
存
在
は、
奈
良
時
代
の
各
園
正
税
帳
に一
一々示
さ
れ
て
居
り、
ま
た
こ
れ
が
東
西
南
北

の
群
に
分
げ
ら
れ、
東
第
何
倉
等
と
呼
ん
で
ゐ
た
と
E
は、
天
千
九
年
和
泉
監
正
税
帳
な
E
に
見
ら
れ
る
と
と
る
で
あ
る。
八
世
粗
末
か
ら
九

世
組
に
か
け
て
諸
園
の
正
倉
は、
園
郡
司
が
自
己
の
不
冨
を
か
く
す
た
め
に、
い
わ
ゆ
る
紳
火
に
か
け
ら
れ
て
・次
第
に
そ
の
機
能
を
失
っ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
が、
然
し
十
・
十一
世
妃
に
な
っ
て
も
な
ほ
か
な
り
の
程
度
維
持
せ
ら
れ
て
ゐ
た。
例
へ
ば、
延
喜
年
間
の
も
の
と
思
は
れ
る

越
中
園
官
倉
納
穀
交
替
幌
妨

町一ず
は、
天
平
勝
－賓
三
年
ハ
A
D
七
五
二〉
か
ら
延
喜
十
年
（
A
D
九
二
〉
に
至
る
約
百
五
十
年
間
の
越
中
園

正
倉
納
穀
の
交
替
賓
録
幌
で
あ
る
が、
延
喜
十
年
の
頃
で
も、
納
む
べ
き
正
倉
が
不
足
し
て、
仮
倉
を
い
く
つ
も
建
て
ah

牧
納
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
平
安
遺
文一
o
上
野
園
交
替
使
賓
録
帳
の
で
き
た
と
思
は
れ
る
長
和
三
四
年
よ
り
十
数
年
後
の
永
承
四
年
記
伊
園
某
郡
々
許
院
牧
納
所
牧

巻
＝
o
四
時蜘

納

品会活
未
勘
文
に
よ
っ
て
も、
郡
一衡
の
正
倉
に
牧
約
さ
れ
る
五
一祝
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
記
紋
諸
説
明一
一一
一紘一
一設

験問委
上
野
園
交
替

六

九

の

、
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郡

衝

の

構

遺

七

。

使
賞
銭
授
は、
か
う
し
た
郡
衡
の
機
能
が、
十一
世
紀
に
な
い
で
も
な
ほ
か
な
り
の
程
度
呆
さ
れ
つ
L
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う。
而

、
も
正
倉
に
つ
け
ら
れ
た
番
強
が
閥
々
一般
落
じ
て

ゐJG
と
と
は、
早
い
昔
に
そ
れ
ら
の
正
倉
が
朽
損
し
て
交
替
帳
に
す
ら
記
載
せ
ら
れ
な
く
な
っ

た
こ
と
を
示
し、
郡
備
の
領
勢
を
如
震
に一不
す
も
の
で
あ
り、
律
令
政
治
の
額
勢
は
否
定
す
べ，
く
も
な
い。
同
様
な
傾
向
は
賓
録
恨
の
田
園
戸

籍
の
項
に
も
う
か
が
わ
れる
の
で
あ
っ
て、
こ
の
項
に
は
無
賞
。
班
田
園
伍
倍
拾
陸
巻
と
し
て、
弘
仁
武
年
捌
拾
巻，
天
長
伍
年
捌
拾
漆
巻、

嘉
昨
臨時
年
捌
拾
陸
巻、
旗門
衡
武
年

円川ハハハ一
同
参
年
京
巻、
貞
観
漆
年
捌
拾
陸
巻、
仁
和
元
年
捌
拾
陸
巻、
と
あ
げ
て
ゐ
て、
不
規
則
的

、
で
は
あ
る
が、
仁
和
元
年
ハ
A
D
八
八
五〉
ま
で
は
班
田
牧
投
法
を
行
っ
て
ゐ
記
乙
と
を
示
し
て
ゐ
る。
戸
籍
に
至
つ
て
は、
全
巻
無
賓
と
注

し
て
は
ゐ
る
が、
庚
午

宅玖
拾
巻
騨
一概
盟問
陸
五
比
戸
籍
一躍
侶
陸
拾
巻、
天
一暦
五
年
戸
籍
－玖
拾

惑を
一額
一位
四
臆
和
元
年
戸
籍
玖
拾

霊旬、

康
保
捧
年
戸
籍
玖
拾
震
巻、
天
延
元
年
戸
籍
玖
拾
武
巻、
天一
克
参
年
戸
籍
玖
拾
武
巻、
合
せ
て
伍
伯
伍
拾
巻
を
あ
げ
て
ゐ
る。
班
田
園
伍
伯
拾

陸
巻
に
封
し、
牧
田
園
陸
伯
参
拾
口
念
が
あ
り、
弘
仁
十
年
捌
拾
陸
巻、
天
長
十
年
捌
拾
陸
巻、
承
和
元
年
捌
拾
陸
巻、
同
八
年
門
川
川一、
仁

．

 

需
二
年
捌
拾
陸
巻、
点
観
二
年
捌
拾
陸
巻、
貞
観
二
年
捌
拾
陸
巻、
延
長’
三
年
捌
拾
陸
巻．
昌
泰
三

門川ハU
を
あ
げ
て
ゐ
る。
此
等
は
何

れ
も
目
録
の
み
で
無
賓
と
注
し
て
ゐ
る
け
れ
さ
も、
牧
田
固
な
る
も
の
は
延
喜
式
に
も一二
代
格、
政
事
要
略
な
ど
と
の
時
代
の
政
書
に
は
全
く

所
見
の
な
い
も
の
で
あ
る。
そ
の
名
目
か
ち
す
れ
ば、
班
田
牧
授
法
と
不
可
分
の
闘
係
を
も
つ
も
の
の
ゃ
う
で
あ
る
が、
班
田
園
作
成
の
年
代

と
封
照
し
て
み
る
と、
な
ほ
問
題
恨
の
こ
る
や
う
で
あ
る。
然
し
班
田
に
劃
し
て
牧
田
が
行
は
れ
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
賢
詮
さ
れ、
更
に

そ
の
巻
教
が
班
田
園
五
百
十
六
巻
ハ
外
に
破
損
班
国
間
拾
試
巻
あ
り）
に
封
し‘
牧
田
園
六
百
三
十
口
巻
ハ
外
に
破
損
牧
田
園
五
十
二
巻
あ
り）

を
数
へ
る
こ
と
は、
班
田
牧
授
に
際
し、
牧
田
が
死
残
し
た
者
の
口
分
間
の
み
に
限
り、
他
は
前
班
回
々
地
を
そ
θ
ま
tA

保
有
せ
し
め
た
と
い

ふ
語
読
肥
川到
し、
あ
る
反
詮
と
な
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
と
の
こ
と
は
妊
園
名
主
の
後
生
と
も
密
接
な
闘
係
を
も
っ
問
題
で
あ
り、
口
分

回
主
が
最
初
の
口
分
聞
を
そ
の
ま
L
保
有
す
る
ど
と
に
よ
れJ
て
名
主
的
な
も
の
に
成
長
し
て
行
っ
た
と
じ
て
も、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は、
新

た
な
検
討
が
加
へ
ち
る
べ
き
で
あ
ら
う。

ハ
昭
和
二
六
・

こ一
・

三
）

ー 一 今 日 - ← 一
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- 4 

The Structure of Gunga （郡街＝County Office)
By R. Takeuchi 

In records described in the back sides of Engishiki （延喜式） _which 
were owned by the forme屯Marquis Kujos （九僚）， there is a book· of 
investigation on kokuga （園街＝＝office of province), gungas, s·hrines and 
temples. This investigation book was made when kokushi （園司＝
governer) of Kozuke 、上野pro:'ince changed a bout the third year of 
Chogen 長元くA. D. 103Q). 

This is the rate and valuable materials sJ:iowing the structure of gz偽�a�
It shows us that gunga, namely the local government office, was 
composed of l more than ten warehouses and four yakat，αs （館＝o妊icial
-residences) which had a billet, a stable and a resting-place, and the 
Kurかα〈厨I家＝the kitGhen) · containing the brewery of sake,_ the cooking 
圃·ran.ge; and the storehouse. 

Moreover we learn by this book that a part of gunji 郡司（officers
of county) at that time lived out anrl the other lived in the official 
residences. 
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